
裁判は、単純化しますと ❶ 論理的な主張（ロジック）　❷ 契約書、
議事録などの「紙」による実証 のぶつけ合いです。そのどちらにお
きましても被告（山下市議）　側に理があると感じました。分が良い
とも言えます。
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No. 3
第２回目の山下市議の土地問題裁判　4 月 17 日報告　事務局長 沓澤　

沼津市役所前の市民アクションから、沼津地裁へのウォーク、
傍聴抽選そして裁判、裁判後の報告会に 80名以上のご参加を
いただきました。傍聴抽選には 66名位以上の方が並び裁判所
への大きな圧力となりました。

裁判傍聴の感想　井上博之　弁護士法人事務局

土地問題裁判解説 第２回を迎えた土地裁判について改めてわかりやすく解説します。

Q　土地問題裁判とは何ですか？

A　沼津市長が、確かな根拠もなく山下市議の敷地の中の一

部の土地を「市の土地だ」「不当利得を返還しろ」と訴えた裁

判です。頼重市長や市議会の多数派が、意見の対立する山下

市議をおとしめるための「いじめ裁判」です。山下市議は、問

題の土地は亡き父が沼津市の公共事業に協力して取得したも

のであり、市が登記を怠っているからちゃんと登記しろと訴え

返しました。不当利得にはあたらないと主張しています。

Q 　裁判官の反応はどうですか?

A　問題の土地は、山下市議の敷地に囲まれた袋地で市として

は利用できない土地だから不当利得は成り立たないと市議が主

張した点について、裁判所側は、沼津市の主張の論拠は不十分

だから６月26日（水）の裁判までに書面で答えなさいとしてい

ます。裁判所側は市の主張のあやふやさを指摘しています。

Q　どうやったら解決するのですか？

A　山下市議は、一日も早い話し合いによる解決を求めていま

す。亡き父が所有した土地であること、それが仮に認められな

くても30年以上も父、母、山下市議が占有していること、沼

津市も市の土地だと認識せず市議の私有地としての対応を続

けてきたことから時効取得が成り立つこと、これらは話し合い

でこそ解決できると主張しています。市が話し合いを拒否する

と、裁判維持費用は税金でまかなわれますから、山下市議は

市民のためにも早く解決するべきと訴えています。

Q　裁判所は問題の土地の保全の仮処分を認めた（※）

　　  そうですが、どういうことですか？

A　市が自らの主張を通すため、問題の土地をだれか第三者に

譲渡するという策をめぐらすと、解決ができなくなってしまう

ので、現状のまま保全するように山下市議が裁判所に求めて

いました。この保全の仮処分の訴えを裁判所は認めてくれた

のです。この決定は、沼津市に異常な対応を許さずに、公正

な解決に導いてくれるものと私たちは評価しています。

※裁判所による仮処分の決定 (主要部分 )
沼（者務債「、」め認と当相をて立し申の）議市下山（者権債「

津市長）は、別紙物件目録記載の各不動産について、譲渡

並びに質権、抵当権及び賃借権の設定その他の一切の処分

をしてはならない。」

4月26日　静岡地方裁判所沼津支部
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2024年2月14日に始まった山下市議への裁判は沼津市政に
おける重大な課題と考え、会としても取り組んできました。
社会の関心を高め世論を動かすのは市民の役割です。
一人でも多くの方にこの裁判のことを広げましょう！

土地問題裁判　解説
沼津市道路管理課は、2023年10月の沼津市議会全体会議で、　
「申し訳ありません。うちの方で持っているという把握は申し訳ない
けどしていませんでした」と発言しています。山下家が「一体利用し
ているため」という認識です。裁判でこの発言を指摘していますが、
沼津市は「否認する」「争う」と今になって否定しています。しかし、
　「争う」と言いながら反論は出していません。

沼津市は本件土地を市有地と思っていなかった！

黒瀬橋の拡幅工事の時に、この土地は山下家に買ってもらおうと沼
津市は「確約書」を作っていました。確約書通りに売買されたので
す。ところが、この土地の移転登記を沼津市は怠っていたのです。
以前にも、沼津市は山下家への移転登記を１２年間も遅れて行って
います。

本件土地は「確約書」にもとづき山下家に売ったもの

山下市議が本件土地を駐車場として貸したのは不当利得だと
沼津市が訴えた裁判は大きな山場に入りました。３月２５日の
裁判で、山下市議側は、沼津市の主張に対する反論書を出す
とともに、市議側の証人を申請します。沼津市も証人を申請す
るので、だれが証人となるのか、非常に注目されます。ぜひと
も市民のみなさんの多くの傍聴で、裁判が公正に進むように
ご支援お願いします。

3月25日の裁判でだれを証人とするか決まる

裁判では、山下市議は民法の規定にもとづき、10年もしくは20年
以上も平穏に利用しているので時効取得できると主張しています。
どこから見ても、本件土地は山下市議のものです。不当利得などと
言われる筋合いではありません。

仮に売買が認められなくても20年以上たっているので時効

山下市議の裁判は証人調べの山場へ
3月25日（火）11時から口頭弁論　証人が決まる予定（10時集合）

5月21日（水）証人尋問　丸一日の裁判です

元副議長が隠し撮り録音
沼津市は、元副議長が山下家を訪問した際に隠し取りした録
音を証拠として出してきて、山下家は本件土地が官地であると
知っていたと的外れの主張をしつこく行っています。その時に
話題となったのは黒瀬橋の下の官地に薪やカヌーが置かれ
ていることでした。その際、本件土地が市有地であることは話
題にも上らず、山下家でも知りませんでした。
そもそも了解を得ずに隠し取りの録音をすることが常識から
外れています。

２０２５.3.10



   土地問題裁判支援のお願い

市民の裁判の傍聴と関心の高さが、沼津市の横暴を止

め、一日も早い公正な解決が実現します。

沼津市は袋地の土地を「公衆道路だ」ととんでもない主

張をしたり、「不当利得」の根拠があいまいと裁判所側

に指摘されたことに対し、6 月 26 日の公開の法廷でど

う答えるでしょう？ この行方を見守っていきましょう。

ぜひ傍聴に参加ください。

6/26
午前 10 :00　沼津地裁に集合　
10:15　傍聴抽選予定
11:00　口頭弁論
11:30　裁判報告集会（弁護士会館：裁判所向かい）
12:00　終了（予定）

Let’s 傍聴

地方自治に民主主義を求める会　ニュースレター　第３号 　2024 年５月10日 

連絡先　080-7478-7529　seekersnumazu@gmail.com　事務局長　沓沢大三  

「地方自治に民主主義を求める会」はWebサイト・X などで随時情報を発信しています。

メールマガジンも配信しています。件名に「メルマガ希望」と書いて下記に空メールを送ってください。

公式webサイト 公式Xアカウント

フォロー
お願い
します
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　私の裁判をきっかけに、思いもかけない方々との出会いもあ

ります。私が疲弊して議会活動ができなくなるのではないかと

心配してくださる方も沢山います。民主主義の危機だと「地方

自治に民主主義を求める会」の市民団体も立ち上がりました。

逆境の時に支えて下さっている皆様には、議員の活動をもって

恩返しをしていきたいと思っています。

　各報道は「市議が市を訴え返す」「泥沼化」「賠償請求329万」

ということが「ニュース」になっています。わずか50平方メー

トル足らずの土地をめぐる裁判が一大事となっていることにま

だ報道も戸惑いを感じているのでしょうか。しかし、これが民

主主義の根本問題につながっていることに気がつくきっかけで

す。「保存すべき文書の破棄」、「少数派議員のおとしめ」、「議

員活動の萎縮」という言葉も出し始めました。

　一市民が（市議であったとしても）、譲れない権利、尊厳を

主張したら泣き寝入りをしな

いということを市当局はもちろ

ん、マスコミも自覚して欲しい

と思います。

　市も（国であろうと）、個人

も対等です。個人の尊厳の尊

重という憲法原則をベースに

おいて、この裁判を冷静に市

民がとらえ返していく段階に

入っていると思います。

第 2 回口頭弁論を終えて 山下ふみこ

車座集会の開催報告 これまで各地域で14回の車座集会や勉強会を開催しています。
各地域の住民からの意見や課題を取り上げ、沼津市や各団体に働きかけていきます。

近年の異常気象による水害被害の拡大に対する市の対
策について
ゴミ集積所の死亡事故を契機に、地域の問題から沼津
市全域の課題として解決への取組み
子どもの居場所としての公共施設の利用拡大に向けて
公共交通機関が減少して地域の孤立化が進み、増加す
る買い物難民の救済に向けて
高齢化が進み、孤老、老老介護等で自治会の崩壊が始
まっている現状への対策

鉄道高架事業の長期化・事業費拡
大、さらに少子化による市民の負
担増深刻化への対策

開催場所
地区センター、画廊、喫茶店、
レストラン、学習塾、個人宅など
どこでも開催は可能です。
開催へのご協力・参加をお願いします。

さらに本件土地を「車が通れる公衆用道路」だと言っています。
黒瀬橋の下は市有地ですが、フェンスや段差、また橋脚の太い
柱があり、人が通るのも困難です。どうやって車が通るのでしょ
うか？橋の構造物と山下家の土地に挟まれた袋地です。

「車が通れる公衆用道路」ではありません

さらに！土地問題裁判　解説

橋の下はフェンスで区切られた警察署のバイク置き場で、
段差もあり、自動車が通れる構造ではない。

沼津市は「不当利得」額約200万円を払えと請求していますが、裁
判は1年半が経過し、それを超える弁護士費用を税金から払って
います。裁判が長引くほど、弁護士費用は増えていきます。しかも、
裁判での主張もあいまいです。
沼津市は、不当な裁判をもうやめるべきです。

沼津市の弁護士費用はどんどん増えている
もうやめなさい！

山下裁判の問題点は多数あります。
市民がこの裁判について知ることでこの裁判の問題が市内に知れ渡ります。

裁判の傍聴へ！ 3月25日(火）

証人尋問
3月25日と合わせ両日ご参加を
お願いします！（時間詳細は後日）

5月21日（水）

裁判所に集まろう！！裁判所に集まろう！！

１０：００　沼津地裁に集合
１０：１５　傍聴抽選受付
１１：００　口頭弁論
１１：３０　裁判報告集会（弁護士会館４階）
１２：００　終了（予定）

支援者の皆様へ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下ふみこ
2022年8月下旬、Ｔ議員の処に匿名の手紙が来て、橋下の

官地に薪を置いたことが不法占有だと。それが発端で駐車場
問題に至り、2024年2/14第1回目の裁判が始まり2025年
3/25第6回目を迎え2年7ヶ月が経過します。
一昨年、私の駐車場問題を取上げた江本議員の発言が陳

謝懲罰さらに出席停止処分を受け、県に審決を仰ぎ、出席停
止懲罰は取り消されました。議会が言論の府であるためには、
言論の自由が保障されなければ議員活動はできません。
「時の権力が何が正しく、何が間違っているかを決めるな！」　
　　　「異論を許さぬ政治手法にとことん抗いましょう、私たちの民主
主義を守るために！」と私の裁判を契機に多くの支援者が傍聴
に駆け付けてくれるので本当に勇気づけられます。　
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